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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月2日(2009.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の脂肪を減少させるためのシステムであって、
　患者の脂肪組織部位に又はその付近に導入されるように構成された１又はそれ以上の電
極と、
　前記電極に結合され、前記脂肪組織部位における細胞のエレクトロポレーションを誘起
させ該脂肪組織部位の大部分に熱効果をもたらすことなく脂肪細胞の細胞壊死を生じさせ
るのに十分な電気パルスを前記電極に印加するように構成された電圧パルス発生器と、
を具備することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記脂肪組織部位において細胞に供給された試験電圧を測定するように構成されたモニ
タリング電極をさらに具備する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記電圧パルス発生器が、前記電極を介して前記脂肪組織部位の前記細胞に印加するた
めの試験電圧を発生させるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１又はそれ以上の電極が、互いに距離を隔てて電極のアレイを形成する、第１の電
極、第２の電極及び第３の電極を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記１又はそれ以上の電極が双極電極を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　真空源に結合された脂肪吸引プローブをさらに具備する請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　腫脹剤を脂肪組織に導入するように構成された腫脹プローブをさらに具備する、請求項
１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記エレクトロポレーションが、リアルタイム・モニタリングを用いた制御された方法
により行われる、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記エレクトロポレーションが、周囲の組織を保持しながら、前記脂肪組織部位の前記
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細胞において組織効果をもたらす制御された方法により行われる、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　前記エレクトロポレーションが、電圧の大きさ、電圧の印加時間、又は、これら両方を
適切に選択することを用いた制御された方法により行われる、請求項１に記載のシステム
。
【請求項１１】
　電圧パルス発生器は、各々のパルスが約５マイクロ秒から約１００マイクロ秒までの持
続時間だけ印加されるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電圧パルス発生器は、約１個から１５個までのパルスを印加するように構成される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記電圧パルス発生器は、持続時間毎に約１００マイクロ秒の約８個のパルスを印加す
るように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記電圧パルス発生器が、約５０ボルト／ｃｍから約８０００ボルト／ｃｍまでの範囲
において前記脂肪組織部位に電圧勾配を生じさせるパルス印加を与えるように構成される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記脂肪組織部位において摂氏１００度又はそれより下の温度を維持するように、該脂
肪組織部位の温度がモニタリングされ、前記パルスが調整される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１６】
　前記脂肪組織部位において摂氏７５度又はそれより下の温度を維持するように、該脂肪
組織部位の温度がモニタリングされ、前記パルスが調整される、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記脂肪組織部位において摂氏６０度又はそれより下の温度を維持するように、該脂肪
組織部位の温度がモニタリングされ、前記パルスが調整される、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１８】
　前記温度が摂氏５０度又はそれより下に維持される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　電流対電圧の比が、前記脂肪組織部位の温度を摂氏１００度又はそれより下に維持する
ように、温度に基づいて調整される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　電流対電圧の比が、前記脂肪組織部位の温度を摂氏７５度又はそれより下に維持するよ
うに、温度に基づいて調整される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　電流対電圧の比が、前記脂肪組織部位の温度を摂氏６０度又はそれより下に維持するよ
うに、温度に基づいて調整される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　電流対電圧の比が、前記脂肪組織部位の温度を摂氏５０度又はそれより下に維持するよ
うに、温度に基づいて調整される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記電圧パルス発生器が、前記脂肪組織部位における細胞の細胞膜を恒久的に破壊する
のに十分な持続時間及び大きさのパルス印加を与えるように構成される、請求項１に記載
のシステム。
【請求項２４】
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　前記細胞にわたる電圧に対する、前記脂肪組織部位における細胞を通る電流の比が検出
され、該脂肪組織部位に対する印加電圧の大きさが、前記電圧に対する電流の比の変化に
従って調整される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記１又はそれ以上の電極が組織を貫通する電極である、請求項１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記電極に結合され選択されたスイッチングパターンにより前記電気パルスを印加する
ように構成されたスイッチング装置をさらに具備する、請求項１に記載のシステム。
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